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規

則

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
二
号

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
２
の
�
中

｢

二
百
三
十
六
万
六
千
円｣

を

｢

二
百
四
十
万
四
千
円｣

に
改
め
、

｢

同
表
の
三
の
３
の
�
の
表
中

｢
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｣
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｣

｢
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中
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を
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二
八
、
六
〇
〇
円

一
七
、
三
〇
〇
円

三
七
、
〇
〇
〇
円

二
二
、
三
〇
〇
円

五
一
、
六
〇
〇
円

三
二
、
八
〇
〇
円

六 三

〇
、
五
〇
〇
円

九
、
三
〇
〇
円

七
五
、
九
〇
〇
円

四
九
、
八
〇
〇
円

一
〇
、
四
〇
〇
円

七
、
三
〇
〇
円

二
九
、
〇
〇
〇
円

一
七
、
五
〇
〇
円

三
七
、
五

二
二
、
六

〇
〇
円

〇
〇
円

五
二
、
三
〇
〇
円

三
三
、
三
〇
〇
円

六
一
、
三
〇
〇
円

三
九
、
九
〇
〇
円

七
七
、
〇
〇
〇
円

五
〇
、
五
〇
〇
円

一
〇
、
五
〇
〇
円

七
、
四
〇
〇
円

九
、
一
〇
〇
円

五
、
六
〇
〇
円

一
二
、
〇
〇
〇
円

七
、
六
〇
〇
円

一
六
、
九
〇
〇
円

一
一
、
四
〇
〇
円

二
〇
、

一
三
、

〇
〇
〇
円

八
〇
〇
円

二
五
、
四
〇
〇
円

一
七
、
五
〇
〇
円

九
、
二
〇
〇
円

五
、
七
〇
〇
円

一
二
、
二
〇
〇
円

七
、
七
〇
〇
円

一
七
、
一
〇
〇

一
一
、
六
〇
〇
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に
改
め
、
別
表
第
一
の
六
の
１
中｢

又
は｣

を｢

若

｣

し
く
は｣

に
、

｢
、
応
急
修
理｣

を

｢

応
急
修
理｣

に
改
め
、

｢

で
き
な
い
者｣

の
下
に

｢

又
は
大

規
模
な
補
修
を
行
わ
な
け
れ
ば
居
住
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
程
度
に
住
家
が
半
壊
し
た
者｣

を
加

え
、
同
六
の
２
中

｢
五
十
一
万
円｣

を

｢

五
十
二
万
円｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
の
１
の
�
中

｢

二
万
二
千
百
円｣

を

｢

二
万
千
六
百
円｣

に
改
め
、
同
１
の
�
中

｢

一
万
九
千
百
円｣

を

｢

一
万
八
千
七
百
円｣

に
改
め
、
同
１
の
�
中

｢

一
万
五
千
八
百
円｣

を

｢

一
万
五
千
六
百
円｣

に
改
め
、
同
１
の
�
中

｢

一
万
五
千
七
百
円｣

を

｢

一
万
五
千
四
百
円｣

に

改
め
、
同
１
の
�
中

｢

一
万
五
千
九
百
円｣
を

｢

一
万
五
千
六
百
円｣

に
改
め
、
同
１
の
�
中

｢

一

万
四
千
五
百
円｣

を

｢

一
万
四
千
三
百
円｣
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
別
表
第
一
の

一
の
２
の
�
、
三
の
３
並
び
に
六
の
１
及
び
２
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
百
七
十
八
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条

例
第
三
十
九
号)

第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
臨
時
の
職
業
訓
練
を
施
行
す

る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成22年３月26日 金曜日 第3216号 �

臨
時
の
職
業
訓
練

を
実
施
す
る
能
力

開
発
校
の
名
称

職
業
訓
練

の
種
類
・

訓
練
課
程

対

象

者

訓

練

科

訓

練

期

間

定

数

青
森
県
立
青
森
高

等
技
術
専
門
校

Ｏ
Ａ
ビ
ジ
ネ
ス
科

三
月

二
〇
人

×
三
回

Ｉ
Ｔ
簿
記
経
理
科

三
月

二
〇
人

Ｏ
Ａ
販
売
実
務
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

介
護
福
祉
サ
ー
ビ

ス
科

三
月

二
〇
人

×
三
回

医
療
事
務
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

総
合
Ｉ
Ｔ
科

六
月

二
〇
人

×
二
回

介
護
福
祉
科

二
月

二
〇
人

×
三
回

ネ
ッ
ト
ビ
ジ
ネ
ス

基
礎
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

簿
記
・
企
業
会
計

科

六
月

二
〇
人

×
二
回

一
般
事
務
科

三
月

一
五
人

×
二
回

Ｉ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
実

践
科

六
月

二
〇
人

Ｏ
Ａ
事
務
科

三
月

二
〇
人

×
五
回

ネ
ッ
ト
ビ
ジ
ネ
ス

科

三
月

二
〇
人

×
五
回

医
療
事
務
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

販
売
実
務
科

三
月

二
〇
人

介
護
福
祉
科

二
月

二
〇
人

×
五
回

青
森
県
立
弘
前
高

等
技
術
専
門
校

普
通
職
業

訓
練
・
短

期
課
程

公
共
職
業
安
定

所
に
求
職
申
込

み
を
行
っ
て
い

る
者
で
、
公
共

職
業
安
定
所
長

の
受
講
指
示
又

は
受
講
推
薦
を

受
け
た
者

ビ
ジ
ネ
ス
ス
キ
ル

養
成
科

三
月

二
〇
人

×
二
回

� �

円 円

二
〇
、
三
〇
〇
円

一
四
、
〇
〇
〇
円

二
五
、
八
〇
〇
円

一
七
、
七
〇
〇
円
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介
護
員
養
成
科

三
月

二
〇
人

青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院

介
護
福
祉
サ
ー
ビ

ス
科

三
月

二
〇
人

×
七
回

一
五
人

×
一
回

Ｏ
Ａ
経
理
ビ
ジ
ネ

ス
科

三
月

二
〇
人

×
三
回

一
五
人

×
三
回

Ｃ
Ａ
Ｄ
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
科

三
月

二
〇
人

×
四
回

一
五
人

×
一
回

Ｏ
Ａ
シ
ス
テ
ム
科

三
月

二
〇
人

×
四
回

一
五
人

×
一
回

総
合
Ｉ
Ｔ
科

六
月

二
〇
人

×
四
回

青
森
県
立
む
つ
高

等
技
術
専
門
校

Ｏ
Ａ
ビ
ジ
ネ
ス
科

二
月

一
五
人

×
二
回

介
護
福
祉
科

二
月

二
〇
人

×
二
回

介
護
福
祉
科

三
月

一
五
人

青
森
県
立
青
森
高

等
技
術
専
門
校

Ｗ
ｅ
ｂ
ク
リ
エ
ー

タ
ー
科

四
月

一
五
人

×
三
回

公
共
職
業
安
定

所
に
求
職
申
込

み
を
す
る
概
ね

四
十
歳
未
満
の

求
職
者
で
あ
っ

て
受
講
指
示
又

は
受
講
推
薦
を

受
け
た
者

青
森
県
立
弘
前
高

等
技
術
専
門
校

Ｗ
ｅ
ｂ
ク
リ
エ
ー

タ
ー
科

四
月

一
五
人

×
三
回

青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院

ネ
ッ
ト
ビ
ジ
ネ
ス

科

四
月

一
五
人

×
三
回

青
森
県
立
青
森
高

等
技
術
専
門
校

経
理
ビ
ジ
ネ
ス
科

三
月

一
〇
人

×
二
回

青
森
県
立
弘
前
高

等
技
術
専
門
校

パ
ソ
コ
ン
ス
キ
ル

養
成
科

三
月

一
五
人

原
則
と
し
て
母

子
家
庭
の
母
等

で
あ
っ
て
、
公

共
職
業
安
定
所

長
の
受
講
指
示

又
は
受
講
推
薦

を
受
け
た
者

パ
ソ
コ
ン
ス
キ
ル

養
成
科

三
月

一
〇
人

Ｏ
Ａ
経
理
ビ
ジ
ネ

ス
科

三
月

五
人
×

三
回

青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院

介
護
福
祉
サ
ー
ビ

ス
科

三
月

五
人

青
森
県
立
青
森
高

等
技
術
専
門
校

Ｏ
Ａ
事
務
科

三
月

一
〇
人

×
二
回

障
害
者
の
雇
用

の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
第
二

条
第
一
号
に
規

定
す
る
障
害
者

で
あ
っ
て
、
公

共
職
業
安
定
所

長
の
受
講
指
示

又
は
受
講
推
薦

を
受
け
た
者

青
森
県
立
障
害
者

職
業
訓
練
校

Ｏ
Ａ
ビ
ジ
ネ
ス
科

三
月

一
〇
人

青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院

Ｄ
Ｔ
Ｐ
科

一
月

一
〇
人

Ｗ
ｅ
ｂ
科

一
月

一
〇
人

ワ
ー
プ
ロ
・
表
計

算
科

一
月

一
〇
人

青
森
県
立
青
森
高

等
技
術
専
門
校

青
森
県
立
障
害
者

職
業
訓
練
校

青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院

実
践
能
力
習
得
訓

練
コ
ー
ス

一
月
か

ら
三
月

三
〇
人

青
森
県
立
青
森
高

等
技
術
専
門
校

青
森
県
立
弘
前
高

等
技
術
専
門
校

青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院

公
共
職
業
安
定

所
に
求
職
申
込

み
を
行
っ
て
い

る
者
で
、
公
共

職
業
安
定
所
長

の
受
講
指
示
又

は
受
講
推
薦
を

受
け
た
者

求
人
セ
ッ
ト
型
訓

練

一
月
か

ら
三
月

三
〇
人

青
森
県
立
青
森
高

等
技
術
専
門
校

青
森
県
立
弘
前
高

等
技
術
専
門
校

青
森
県
立
八
戸
工

科
学
院

普
通
職
業

訓
練
・
短

期
課
程

前
年
度
か
ら
引

き
続
き
訓
練
を

受
講
し
て
い
る

者

介
護
福
祉
士
養
成

科

一
年

一
二
三

人

普
通
職
業

訓
練
・
普

通
課
程

公
共
職
業
安
定

所
長
か
ら
受
講

指
示
又
は
受
講

推
薦
を
受
け
た

者
で
あ
っ
て
、

高
等
学
校
又
は

中
等
教
育
学
校

卒
業
以
上
の
者

介
護
福
祉
士
養
成

科

二
年

一
七
五

人

保
育
士
養
成
科

二
年

一
二
五

人

� �
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青
森
県
告
示
第
百
七
十
九
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
八
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成22年３月26日 金曜日 第3216号 �

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
平
舘
元
宇
田
九
一
番
地
一佐
々
木

昭

治

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
蟹
田
中
師
宮
本
五
八
番
地
三
小

川

光

幸

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
蟹
田
塩
越
二
九
三
番
地
二五
十
嵐

忠

彦

外
ヶ
浜

� �

３ ２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

県

道

道
路
の

種

類

妙
堂
崎
五
所

川
原
線

岩
崎
西
目
屋

弘
前
線

九
艘
泊
脇
野

沢
線 路

線
名

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
妙
堂
崎
字
菊
川
二
の
二
か
ら

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
妙
堂
崎
字
菊
川
一
〇
〇
ま
で

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
妙
堂
崎
字
上
林
三
三
の
六
か
ら

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
妙
堂
崎
字
菊
川
一
〇
〇
ま
で

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
妙
堂
崎
字
菊
川
二
の
二
か
ら

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
妙
堂
崎
字
菊
川
一
〇
〇
ま
で

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
藤
川
字
瀬
の
上
八
四
の
一
か
ら

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
村
市
字
村
元
五
〇
の
七
ま
で

む
つ
市
脇
野
沢
蛸
田
一
二
の
四
か
ら

む
つ
市
脇
野
沢
蛸
田
一
一
の
三
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 前 後 後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

九
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
七
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
七
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
二
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
三
三
メ
ー
ト
ル
か
ら

八
・
五
三
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
三
三
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
三
三
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
三
八
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

一
三
六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

一
三
八
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

二
、
〇
七
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
、
〇
六
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
、
〇
六
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
八
・
九
六
メ
ー
ト
ル

二
八
・
九
六
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



� �

青
森
県
告
示
第
百
八
十
一
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
二
年
三
月
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

八
戸
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

八
戸
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

八
戸
市
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

な
し

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

平
成
二
十
一
年
四
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
二
百
七
十

六
号)

の
事
業
地
の
う
ち
長
者
四
丁
目
、
吹
上
二
丁
目
、
大
字
糠
塚
字
柳
ノ
下
地
内
に
お
い
て

事
業
地
を
変
更
す
る
。

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

青
森
県
営
農
大
学
校
告
示
第
一
号

青
森
県
営
農
大
学
校
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
短
期
の
研
修
を
行
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
営
農
大
学
校
長

下

平

孝

則

一

研
修
の
種
類
、
期
間
、
受
講
者
の
定
員
等

１

農
業
機
械
利
用
技
能
者
育
成
研
修

青 森 県 報������	�
� �� 第3216号�

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る
地
域
の

名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
奥
戸
上
道
二
三

の
一
三
の
一
部
、
二
四
の
三
の
一
部
、
二
五

の
一
部
、
二
七
の
一
の
一
部
及
び
五
三
の
一

部
、
大
字
大
間
字
上
野
四
〇
の
三
の
一
部

(

第
二
工
区)

東
京
都
江
東
区
深
川
二
丁
目
二
の
一
八

株
式
会
社

Ｊ
Ｐ
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス

� �

４

県

道

島
守
八
戸
線

八
戸
市
大
字
是
川
字
下
田
中
沢
一
の
一
か
ら

八
戸
市
大
字
是
川
字
下
田
中
沢
二
の
二
ま
で

後 前 前

八
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
一
五
・
一
八
メ
ー
ト
ル

九
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル



� �

２

新
規
就
農
チ
ャ
レ
ン
ジ
ス
ク
ー
ル

二

所
要
経
費

次
の
経
費
は
、
受
講
者
の
負
担
と
す
る
。

１

テ
キ
ス
ト
代
・
農
場
実
習
栽
培
経
費(

新
規
就
農
チ
ャ
レ
ン
ジ
ス
ク
ー
ル
実
践
コ
ー
ス
の
み)

２

ト
ラ
ク
タ
ー
を
使
用
す
る
研
修
の
受
講
者
は
、
研
修
に
使
用
す
る
燃
料
等
の
実
費
相
当
額

３

宿
泊
す
る
場
合
は
、
食
費
、
洗
濯
代
、
暖
房
費

(

十
一
月
か
ら
四
月
の
間)

、
諸
経
費

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

平
成
十
三
年
四
月
一
日
青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

(

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
青
森
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
直
ち

に
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
教
育
委
員
会

表
公
立
学
校
栄
養
教
諭
採
用
候
補
者
選
考
試
験
及
び
県
立
学
校
実
習
助
手
・
寄
宿
舎
指
導
員
採
用

候
補
者
選
考
試
験
の
項
を
削
る
。

青 森 県 報平成22年３月26日 金曜日 第3216号 �

研
修
の
種
類

期

間

受
講
者
の

定

員

受
講
対
象
者

摘

要

指
導
農
業
機

械
士
養
成
研

修

平
成
二
十
三
年
一
月

二
十
四
日
か
ら
同
月

二
十
八
日
ま
で

十
人

農
業
機
械
士
認
定
者

指
導
農
業
機
械

士
技
能
検
定
試

験
受
験
資
格
取

得

農
業
機
械
士

養
成
研
修

平
成
二
十
二
年
八
月

二
十
三
日
か
ら
同
月

二
十
七
日
ま
で

三
十
五
人

平
成
二
十
二
年
九
月

六
日
か
ら
同
月
十
日

ま
で

三
十
五
人

青
森
県
営
農
大
学
校

生

平
成
二
十
二
年
十
一

月
二
十
九
日
か
ら
同

年
十
二
月
三
日
ま
で

二
十
人

農
業
者
及
び
農
業
関

係
者

農
業
機
械
士
技

能
検
定
試
験
受

験
資
格
取
得

農
業
機
械
整

備
研
修

平
成
二
十
二
年
十
一

月
四
日
か
ら
同
月
五

日
ま
で

十
人

農
業
者
及
び
農
業
関

係
者

コ
ン
バ
イ
ン
の

点
検
・
整
備
・

修
理

平
成
二
十
二
年
十
一

月
二
十
五
日
か
ら
同

月
二
十
六
日
ま
で

十
人

農
業
者
及
び
農
業
関

係
者

ト
ラ
ク
タ
ー
の

点
検
・
整
備
・

修
理

農
作
業
安
全

研
修

平
成
二
十
二
年
八
月

二
日
か
ら
同
月
六
日

ま
で

八
人

農
業
者
及
び
農
業
関

係
者

大
型
特
殊
免
許

ま
た
は
け
ん
引

免
許

(

い
ず
れ

も
農
耕
作
業
用

自
動
車
限
定)
技
能
試
験
受
験

及
び
農
業
機
械

士
養
成
研
修
教

科
の
一
部

平
成
二
十
二
年
八
月

三
十
日
か
ら
同
年
九

月
三
日
ま
で

八
人

平
成
二
十
二
年
九
月

十
三
日
か
ら
同
月
十

七
日
ま
で

八
人

平
成
二
十
二
年
十
月

十
八
日
か
ら
同
月
二

十
二
日
ま
で

八
人

平
成
二
十
二
年
十
月

二
十
五
日
か
ら
同
月

二
十
九
日
ま
で

八
人

平
成
二
十
二
年
十
一

月
八
日
か
ら
同
月
十

二
日
ま
で

八
人

特
別
研
修

各
市
町
村
長
又
は
農

業
関
係
団
体
の
長
と

協
議
の
上
、
そ
の
都

度
実
施
す
る
。

若
干
名

各
市
町
村
長
又
は
農

業
関
係
団
体
の
長
と

協
議
の
上
、
そ
の
都

度
決
定
す
る
。

研
修
の
種
類

期

間

受
講
者
の

定

員

受
講
対
象
者

摘

要

準
備
コ
ー
ス

平
成
二
十
二
年
五
月

か
ら
同
年
十
一
月
ま

で

(

各
月
一
回
、
計

七
日
間)

十
五
人

新
規
就
農
志
向
者

実
践
コ
ー
ス

平
成
二
十
二
年
五
月

か
ら
同
年
十
一
月
ま

で

(

土
日
、
祝
祭
日

を
除
く)

五
人

Ｉ
タ
ー
ン
・
Ｕ
タ
ー

ン
就
農
希
望
者
、
他

産
業
か
ら
の
新
規
参

入
希
望
者
、
就
農
希

望
の
定
年
退
職
者
等

で
、
研
修
終
了
後
に

確
実
に
就
農
す
る
と

見
込
ま
れ
る
者

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


